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第９回 当別町教育委員会定例会議事録

日 時 平成２７年７月１５日（水） 午後２時００分

場 所 役場３階中会議室

出席委員 白井委員長、武岡委員、寺田委員、小林委員、本庄委員

参 与 野村教育部長、山崎管理課長、小出社会教育課長、村上管理課主幹、

水谷管理課主幹、須藤社会教育課主幹、高島学校教育係長、

櫻田一貫教育推進係長、浪岡給食センター係長、上島社会教育係長、

春田総務係主査、高田学校教育係主査

傍 聴 者 １名

【開会の宣言】

白井委員長 ただ今、出席委員数５名、定数に達しておりますので、平成２７年第９

回当別町教育委員会定例会を開催致します。

白井委員長 本会議に傍聴を希望する申し出がありましたので、これを許可しても

宜しいでしょうか。

（「異議なし」の声）

傍聴を許可致します。

暫時休憩致します。

（傍聴者入室）

再開致します。

【議事日程】

白井委員長 日程については、各委員に配付しております日程表により議事に入りま

す。

【日程第１】

白井委員長 日程第１、議案第１号を上程致します。

提案理由の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案理由の説明）

ただ今、議題となりました議案第１号当別町学校給食センター条例施行

規則の一部を改正する規則制定について、提案の説明を申し上げます。

当別町学校給食センター運営委員会が当別町学校給食費会計の予算及

び決算について、教育長への報告を明確に規定すること、及びその他文言

の改正等を行うため、規則の一部を改正しようとするものであります。

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願い致します。

なお、詳細につきましては、管理課長から説明致します。
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白井委員長

管理課長

白井委員長

管理課長

白井委員長

管理課長。

それでは、私のほうから説明申し上げます。議案につきましては、１頁、

２頁に記載されているところですが、詳細につきましては、別冊の新旧対照

表に基づいて説明します。新旧対照表の１頁になります。本改正におきまし

ては、第２条に第２項、第３項と２つの項を付け加える改正となっておりま

す。第２項につきましては、運営委員会が当別町学校給食費会計の予算及び

決算を審議し、その結果を教育長に報告する、第３項につきましては、その

他、運営委員会が特に必要であると認めるときは、教育長に報告するもので

す。という２つの項を付け加えるものが本改正の主なものでございます。そ

の他、第３条以降につきましては、文言等を整理するための改正となってい

るところでございます。以上、説明とします。

ただ今、提案理由の説明がありましたが、質疑を求めます。

今までも予算、決算ついての報告はされていたということで、よろしい

ですよね。

管理課長。

今までも報告はあったのですが、規則に文言等が規定されていなかったの

で、改めて第２項、第３項で報告する旨の内容を記載したところであります。

ほかになければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定して

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案のとおり決定致しま

した。

以上で本委員会に付議されました案件の審議は終了致しました。

【閉会の宣言】

白井委員長 平成２７年第９回当別町教育委員会定例会を閉会致します。

白井委員長

（傍聴者退出）

そのほか、事務局から報告等、お願いします。

◆管理課長より説明

・平成２７年度教職員夏季研修会について

・石狩管内中体連の結果報告について

・給食の異物混入について

・児童生徒による問題行動について
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白井委員長

小林委員

管理課長

白井委員長

・スクールバスへの接触事故について

◆社会教育課長より説明

・ブックフェスタ２０１５について

・当別歴史講座について

報告ありましたが、何かございますか。

小林委員。

西川先生の教職員夏季研修会で、質疑応答の時間が２０分ぐらいしか設

けていないが、充分でしょうか。それぐらいで済みますか。

延ばすなり、もし、なければ閉めてしまえばいいのでは。

そのように対応することは可能です。

ほかに何か、ありませんか。

なければ、次回の定例会の日程を確認させていただきます。

次回は、８月２８日１４時から、この会場でと考えていますが、特に問

題ありませんか。なければ、ご予定いただきたいと思います。

以上で、終わらせていただきます。お疲れ様でした。

閉会 午後２時２６分


